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新型インフルエンザ (A/HlNl)に 係る今後のサーベイランス体制について

(改訂版 )

新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に係る今後のサーベイランス体市1について事務連絡

を改訂し、昨日付で発出しましたので、お知らせいたします。
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平成 21年 10月 8日

衛生主管部 (局 )

厚 生労働省新型イ ンフルエンザ対策推進本部事務局

新型インフルエンザ(A/HlNl)に 係る今後のサーベイランス体制について

(改訂版 )

新型インフルエンザ (A/HlNl)に 係 るサーベイランス体制については、平成

21年 8月 25日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局事務連絡「新型イン

フルエンザ (A/HlNl)に 係 る今後のサーベイランス体制について」でお示 して

きたところである。

今般、「基本的対処方針J及び厚生労働省 「医療の確保、検疫、学校 。保育施設等の

臨時休業の要請等に関する運用指針 (二 訂版)Jが 平成 21年 10月 1日 に改定さねノたと
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管内の関係機関への周知徹底をお願いしたい。

第 1 新型インフルエンザ (A/HlNl)に 係 るサーベイランス体制の主な変更は、

次に掲げるとお りである。

地域における感染拡大の探知のためのサーベイランス

(1)ク ラスター (集団発生)サーベイランス (別添 1)

集団発生の報告は、医療機関 。社会福祉施設等において、最初の患者発生後

7日 以内に 10人以上の患者が集団発生 した場合に、施設長等からの連絡によ

り把握することに限定 し、医師及び学校等の施設長等からの報告を廃止 した。

(2)イ ンフルエンザ様疾患発生報告 (別添 2)

保健所が都道府県、保健所設置市又は特別区 (以下「都道府県等」とい う。)に
報告する期 日を月曜 日から火曜 日に変更 した。

記



2 重症化及び ウイルスの性状変化の監視のためのサーベイランス

(1)ウ イルスサーベイ ランス (別 添 3)

継続 して実施す る。

(2)イ ンフルエンザ入院サーベイランス (別 添 4)

継続 して実施する。

3 全体的な発生動向の把握のためのサーベイランス

(1)イ ンフルエンザサーベイランス (別添 5)

継続 して実施する。

第 2 本事務連絡の第 1に掲げるサーベイランスにおいて、厚生労働省への適時の報

告を求めているところであるが、重症化の防止や病原性の変化等について、より迅

速な情報収集や対応が必要であることから、次に掲げる事象を把握 した都道府県等
の本庁は、厚生労働省に、電話で速やかな連絡を行 うこととする。なお、当該連絡

を受けた場合、公衆衛生上の必要性が認められるものについて、厚生労働省 と地方

自治体の連携のもと、公表を行 うものとする。

1 厚生労働省に、電話で速やかな連絡を行 う事象

(1)入 院の有無にかかわらず、新型インフルエンザ (A/HlNl)と 診断された

患者が死亡した場合又は死亡 した者について確認検査により新型インフルエ

ンザ (A/HlNl)と 判明した場合 (検案により新型インフルエンザ (A/
HlNl)と 判明 した場合を含む。)

(2)新型インフルエンザウイルスの遺伝子分析等により、抗原性の変化や薬剤耐性

等を確認 した場合

(3)そ の他、公衆衛生上、迅速な情報収集や対応が必要と思われる場合

2 当該連絡については、一定程度数の発生が把握 された時点をもつて、順次、見

直すこととする。その目安については、国内の発生状況や最新の知見等を勘案 し、

おって連絡することとする。

第 3 本事務連絡において、インフルエンザとは、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律第 6条第 6項第 1号に規定するインフルエンザをい うもの

とする。



第 4 なお、サーベイランスの円滑な移行のため、都道府県等は、次に掲げる日程で、

本事務連絡を運用されたい。

(1)第 2の 1に掲げる事象

平成 21年 10月 12日 からの運用とする。

(2)ク ラスター (集団発生)サーベイランス

同月 12日 からの運用で、12日 ～18日 の週の情報を 20日 までに報告する。

(3)イ ンフルエンザ様疾患報告

同月 11日 からの運用で、11日 ～17日 の週の情報を 20日 までに報告する。

(4)ウ イルスサーベイランス

同月 11日 からの運用 とする。

(5)イ ンフルエンザサーベイランス

lpl月 12日 からの運用で、12日 ～18日 の週の情報を 21日 までに報告する。

161 人 ;完 ■―べ /rラ ンス

同月 15日 からの運用 とする。



1 地域における感染拡大の探知

クラスター (集 団発生)サーベイランス

第 1 目的

インフルエンザについて、放置すれば、重症化しやすい基礎疾患を有する患者等
に感染拡大の可能性がある集団的な発生を継続的に把握する。

第 2 実施の概要

インフルエンザの罹患により、重症化 しやすい基礎疾患を有する患者等に感染拡

大の可能性がある集団発生の把握

1 保健所は、医療機関、社会福祉施設等におけるインフルエンザの集団的な発生

が疑われる事例について、それらの施設長等からの連絡により把握する。

(1)医療機関の施設長等か らの連絡

医療機関の施設長年は、人院患者、職員等において、インフルエンザ様症状

を有 ;る者の発生後 7日 以内に、その者を含め 10名 以上が、医師によリイン

フルエンザと診断された場合、保健所に連絡する (別紙 1参照)。

(2)社会福祉施設等の施設長等からの連絡

社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等において、インフル
エンザ様症状を有する者の発生後 7日 以内に、その者を含め 10名 以上が、イ

ンフルエンザと診断された場合、保健所に連絡する (別紙 2参照 )。

(参照 )

。平成 21年 10月 8日 厚生労働省健康局結核感染症課/雇用均等・児童家庭

局総務課/社会・援護局福祉基盤課/社会・援護局障害保健福祉部企画課/

老健局総務課 事務連絡 「社会福祉施設等における新型インフルエンザに

係るクラスター (集団発生)サーベイランスの協力について」

2 上記に関わらず、医療機関 。社会福祉施設等の施設長等は、発症者の人数を問

わず公衆衛生対策上必要な相談は、適宜、保健所に行 う。

(参照)

・ 平成 17年 2月 22日 厚生労働省健康局長/医薬食品局長/雇用均等・児童

家庭局長/社会・援護局長/老健局長 事務連絡 「社会福祉施設等におけ

る感染症等発生時に係る報告について」

3 連絡を受けた保健所は、都道府県、保健所設置市又は特別区 (以下 「都道府県

等」とい う。)の本庁に報告を行 う。



4 現在のインフルエンザの流行状況等に鑑み、新型インフルエンザ (A/HlN
l)の集団発生であることを確認するためのPCR検 査は原則実施する必要はな

いが、地域におけるインフルエンザの流行状況等に鑑み、都道府県等の判断で、

PCR検 査を実施することは差 し支えない。

第 3 厚生労働省に対する報告について

都道府県等は、次に掲げる情報を、1週間分 (月 曜 日から日曜 日まで)集計 し、

翌週の火曜 日 (休 日の場合はその翌営業 日)ま でに報告することとする。

・ 第 2の 3で把握 したインフルエンザ様症状を呈する患者の集団発生に係る

情幸艮

2 1の 報告は、暫定的感染症サーベイランスシステム (iNESID)で 行 うも

のとする。

第 4

原則として、新型インフルエンザ (A/HlNl)を 含むインフルエンザの感染

が収束するまで、実施する。その具体的な時期については、おって連絡することと

する。

第 5 その他

1 第 2の 4の検査を実施 し、新型インフルエンザ (A/HlNl)が 陽性であっ

た場合、地方衛生研究所は、感染症サーベイランスシステム (NESID)の 「病

原体検出情報システムJにおける病原体個票及び集団発生病原体票にデータを登

録する。

2 第 2の 4で地方衛生研究所が検査を行 うに際 しては、PCR検 査に加えてウイ

ルスの分離 。同定を行 うことも検討することとする。



医療機関におけるクラスターサーベイランスの流れ

<目 的>医療機関でのインフルエンザの集団発生を探知するとともに、重症化するおそれ

がある者への感染を防止すること

医療機関の施設長等は、入院患者 (イ ンフルエンザによる入院患者以外)、 職員

等において、インフルエンザ様症状 (※ 1)を呈する者の発生後 7日 以内に、一

つの集団 (ク ラスター)内にその者を含め 10名 以上が、インフルエンザの診断

がなされた場合は、保健所に連絡する。(※ 2、 ※ 3)

38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状

ただし、年齢・基礎疾患・服薬状況などの影響で、高熱を呈さない場合

もあるため、37.5℃以上で考慮 してもよい。

・急性呼吸器症状とは少なくとも以下の1つ 以上の症状を呈 した場合をいう

ア)鼻汁もしくは鼻閉 イ)咽頭痛 ウ)咳
※2 保健所に連絡後、同様の事態が生 じた場合、随時保健所に連絡すること。

※3 簡易迅速検査で、B型が確定された場合は除 く。

保健所は、医療機関の施設長等から連絡を受けた場合、当該施設等における

感染状況等を把握するため、迅速に以下の対策を講 じる。

医療機関の施設者等に対 し、施設内におけるインフルエンザ様症状を呈する

者の数や感染状況等を把握するよう依頼する。

保健所は、医療機関での感染防止対策実施状況等を把握した上で、地域におけ

るインフルエンザの流行状況や施設等に属する者の状況等を総合的に勘案し、必

要に応じ、以下の対策を講じるよう指導する。

インフルエンザ様症状を呈する患者からの感染防止対策の徹底

インフルエンザ様症状を呈する職員等に対する外出自粛の要請等

接触歴のある患者・職員に対する検温、症状聴取の開始、マスク着用の指導

臨時休業検討の相談等

※ 1

①

②

③

④

医療機関の施設長等

迅
速
な
連
絡

迅
速
な
対
応

医療機関の施設長等



社会福祉施設等におけるクラスターサーベイランスの流れ

<目 的>社会福祉施設等でのインフルエンザの集団発生を探知するとともに、重症化する

おそれがある者への感染を防止すること

社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等において、インフルエ

ンザ様症状 (※ 1)を呈する者の発生後 7日 以内に、その者を含め 10名 以上が、

インフルエンザの診断がなされた場合は、保健所に連絡する。 (※ 2、 ※ 3)

※ 2

※ 3

38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状

ただし、年齢・基礎疾患・服薬状況などの影響で、高熱を呈さない場合も

あるため、37_5℃ 以上で考慮 してもよい。

急性呼吸器症状 とは少なくとも以下の1つ以上の症状を呈 した場合をいう

ア)鼻汁もしくは鼻閉 イ)咽頭痛 ウ)咳

保健所に連絡後、同様の事態が生 じた場合、随時保健所に連絡すること。

簡易迅速検査で、 B型が確定された場合は除 く。

保健所は、社会福祉施設等の施設長等から連絡を受けた場合、当該施設等に

おける感染状況等を把握するため、迅速に以下の対策を講 じる。

社会福祉施設等の施設者等に対 し、施設内におけるインフルエンザ様症状を

呈する者の数や感染状況等を把握するよう依頼する。

保健所は、施設等での感染防止対策実施状況等を把握 した上で、地域における

インフルエンザの流行状況や施設等に属する者の状況等を総合的に勘案 し、必要

に応 じ、以下の対策を講 じるよう指導する。

インフルエンザ様症状を呈する入所者からの感染防止対策の徹底

インフルエンザ様症状を呈する職員等に対する外出自粛の要請等

接触歴のある患者・職員に対する検温、症状聴取の開始、マスク着用の指導

臨時休業検討の相談等

①

②

③

④

社会福祉施設等の施設長等

迅
速
な
連
絡

迅
速
な
対
応

社会福祉施設等の施設長等



1 地域における感染拡大の探知

インフルエンザ様疾患発生報告

第 1 目的

学校におけるインフルエンザの流行状況を把握するため、インフルエンザ様症状

の患者の発生による管内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の休校数

等を把握する。

第 2 実施の概要

1 保健所は、管内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等と連携 し、イ

ンフルエンザ様症状の患者による臨時休業 (学級閉鎖、学年開鎖、休校)の状況

及び欠席者数を把握する。

2 保健所は、1で入手した情報を、1週間分 (日 曜 日から土曜 日まで)集計 し、

翌週火曜 (休 ロタ)場合はその翌営業 昌)ま でに、都 i重府県、保健所設置市民は

特弓|1区 (以下 「都道府県等Jと い う。)げ )本庁に報告するD

(参照)

。昭和 48年 9月 20日 衛情第 102号 「インフルエンザの防疫対策についてJ

・平成 21年 5月 22日 健感発第 0522003号厚生労働省健康局結核感染症課長

通知 「インフルエンザ施設別発生状況に係る調査について」

第 3 厚生労働省への報告

都道府県等は、第 2に より入手 した情報を、速やかに報告することとする。

当該報告は、感染症サーベイランスシステム(NESID)で 行 うものとする。

第 4 実施時期

秋か らイ ンフルエンザの流行が見込まれ る時期 を経て、その流行がお さま

って小康状態 となるまで継続す る。



2重症化及びウイルスの性状変化の監視

ウイルスサーベイランス

第 1 目的

流行 している新型インフルエンザウイルスの抗原性、抗インフルエンザ ウイルス

薬への感受性等を調べ、病原性の変化の把握や診断・治療方針の見直 し等に役立て

る。

また、インフルエンザウイルスの型 。亜型 (A型、Hl、 H3、 新型Hl、 B型 )

を調べることにより、流行 しているインフルエンザ全体における新型インフルエン

ザ (A/HlNl)の 害1合を評価する。

第 2 実施の概要

1 都道府県、保健所設置市又は特別区

している地方衛生研究所 と協議を行い、

イな数の し1限 4■レ)ら ジい |ニ マ),こ めて才|,く ■と

(以 下 「都道府県等」 とい う。)は、所管

本サーベイランスにおいて検査 を行 う検
11す~ろ

.

2 病原体定点医療機関は、定点医療機関あたりのインフルエンサ の患者の報告数

があらかじめ定めた検体数の上限に達するまで、インフルエンザ定点医療機関と

して、保健所に報告する全てのインフルエンザの患者について、検体を採取する。

3 病原体定点医療機関は、定点医療機関あた りのインフルエンザの患者の報告数

があらかじめ定めた検体数の上限を超えるようになつた場合、インフルエンザ定

点医療機関として保健所に報告するインフルエンザの患者の一部に限 り、状況に

応 じて、検体を採取する。この際、年齢区分等に応 じ、バランスのとれたサンプ

リングを行 うよう留意 しつつ、各地方衛生研究所であらかじめ取 り決めた計画に

基づき、実施することとする。

4 保健所は、 2、 3で採取された検体を入手 し、地方衛生研究所に送付する。

5 地方衛生研究所は、病原体定点医療機関から送付 されたすべての検体について、

インフルエンザウイルスの型・亜型についての確認検査を行 う。

ここでい う確認検査 とは、ウイルスの分離 。同定又はPCR検 査をい うものと

し、都道府県等 と地方衛生研究所 との間であらかじめ協議 し、両者のバランスに

配慮 して実施する。特に、一定数は、ウイルスの分離 。同定を行 うことに努める

こととし、PCR検 査については、インフルエンザ入院サーベイランス等におけ

る診断のためのPCR検 査の実施状況をも勘案 しつつ実施する。なお、ウイルス

の同定にあたつては、赤血球凝集抑制 (HI)試験を行い、あわせてHAの抗原

性の変化を確認する。



6 地方衛生研究所は検査体制に応 じて、病原体定′は医療機関において採取された

検体から分離 された ウイルスの一部について、薬斉」耐性の確認検査を行 う。

7 地方衛生研究所は、分離されたウイルス株等を必要に応 じて国立感染症研究所

に送付 し、国立感染症研究所は、送付 されたウイルス株について遺伝子解析等

の詳細な検査を行 う。

8 都道府県等は、地方衛生研究所 と連携 し、検査に係る情報を把握する。また、

ウイルスの分離 。同定とPCR検 査の結果が重複 して計上されないように注意

する。

(参照)

・平成 11年健医発第 458号厚生省保健医療局長通知 「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴 う感染症発生動向調査業の

実施について」

第 3 厚生労働省に対する連絡

地方衛生研究所は、第 2の 5の検査結果が判明し次第、直ちに厚生労働省に対 し

て、検査に係ろ情報を報告することとするぅ

当該報告は、感染症サーベイランスシステム (NESID)の 「病原体検出情

報システム」で行 うものとする。

第 4 実施時期

通年、実施する。

第 5 その他

1 インフルエンザ定点医療機関においては、診察 したインフルエンザ様症状の患

者について、臨床的に新型インフルエンザ (A/HlNl)と 診断できない場合

については、インフルエンザ として届出を行 うこととする。

2 検体のサンプ リングの実施計画については、その考え方を国立感染症研究所に

おいてとりまとめ、別途送付する予定であるが、それまでの間、従来のインフル

エンザにおける方法に準じて対応することとする。

3 都道府県等においては、地方衛生研究所における抗インフルエンザウイルス薬

に対する耐性 ウイルスの確認について、国立感染症研究所 より送付する実施要綱

に基づき、実施体制の整備に努めることとする。

4 四種病原体等 となる新型インフルエンザ等感染症の病原体の運搬に当たって

は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」 (平成

10年厚生省令第 99号)第 31条の 36及び 「特定病原体等の運搬に係る容器等に

関する基準」 (平成 19年厚生労働省告示第 209号)を遵守 して対応する。



2 重症化及びウイルスの性状変化の監視

インフルエンザ入院サーベイランス

第 ]目 的

新型インフルエンザ (A/HlNl)と 診断された入院患者の数及びその臨床情報を把握する

ことに`kり 、当該感染症による重症どの発イ|』J向 や病原性′)変 千ヒ等について推察、把握する|「 111

とする。

第 2 実施の概要

1 すべての入院医療機関において、医師は、インフルエンザ様症状を呈する患者であって入

院を要するものを確認 した場合 (た だ し、インフルエンザ迅速診断キッ トB型陽性である場

合等、新型インフルエンザ (A/HlNl)で あることが除外される場合を除く。)、 所管の

保健所に月 しtE絡 を行 う.ま た、
｀
ち該医療機関においては、極力、患 L/の検体を採取 してお

、
一|_1_|ら

、

2 当該連絡を受けた保健所は、患者の検体を入手 し、地方衛生研究所に対 して PCR検 査を

行 うよう依頼する。

3 PCR検 査か陽ILだ つた場合、保健1カ は、患者の人院する医療機関に連絡 し、患者の臨床

情報を入手するとともに、速やかに都道府県、保健所設置市及び特別区 (以 下「都道府県等」

とい う。)の本庁に報告する。

4 また、保健所は、患者の入院する医療機関と連携し、患者の臨床情報を、週に一度、原貝」

として報告 日の前日に更新するものとし、更新した最新の情報を火曜日 (休 日の場合はその

翌営業日)ま でに、都道府県等の本庁に報告する。

第 3 厚生労働省に対する連絡

1 都道府県等は(第 2の 3で入手した情報を、速やかに厚生労働省に対して報告することと

する。

当該報告は、暫定的感染症サーベイランスシステム (iNESID)で 行 うものとする。

2 都道府県等は、第 2の 4で入手した情報を、速やかに厚生労働省に対 して報告することと

する。

当該報告は、暫定的感染症サーベイランスシステム (iNESID)で 行 うものとする。



第4 実施時期

通年、実施することとするが、新型インフルエンザ (A/HlNl)を 含むインフルエンザ

の感染が相当程度拡大し、患者数が多くなつた時期には、上記の運用方針 (報告方法、報告様

式等)について、適時に見直しを行 う。その具体的な時期については、おつて連絡することと

する。

第5 その他

1 第 2の 2で地方衛生研究所 が検査 を行 うに際 しては、PCR検 査 に加 えて ウイ

ル スの分離 。同定 を行 うことも検討す ることす る。

2 本サーベイランスにおいて報告の対象となるインフルエンザ様症状を呈する患者であつて

入院を要するものとは、すなわち、一定程度以上の重症患者である。



3 全体的な発生動向の把握

インフルエンザサーベイランス

第 1 目的

インフルエンザ定点医療機関におけるインフルエンザの患者数を把握することにより、イン

フルエンザ全体の発生動向を把握す る。

第 2 実施方法

1 インフルエンザ定点医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律 (平成 10年法律第 114号。以下 「法Jと い う。)第 14条の規定に基づき、インフルエンザ

と診断 した患者について、1週 間 (月 曜 日から日曜 日)ご とに、保健所に報告する。

(参 照 )

。 平成 11年健医発第 458号厚生省保健医療局長通知「感染症の予防及び感染症の患者に対

■
~引

I療 に関する法律の施行に伴う感染りた発41動 向調 査業の実施について
|

2 ‖i′デ|`ン プルli〕 ′́
:ド (A/1[1ヽ 1)ll● |り iさ |],F lti者  イ

'|「

11)|り 11111片 ″含ナr,,|=i係 う||;'1

については、法第 14条の規定に基づく届出と同様の様式、方法にて、保健所に報告を行 うも

の とする。

第 3 厚生労働省に対する報告につい 〔

保健所は、第 2に より入手 した情報を、毎週水曜までに、厚生労働省に報告することとする

当該報告は、感染症サーベイランスシステム (NESID)で 行 うもの とする。

第 4 実施時期

通年、実施する。

第 5 その他

インフルエンザ定点医療機関においては、診察 したインフルエンザ様症状の患者について、

臨床的に新型インフルエンザ (A/HlNl)と 診断できない場合については、インフルエン

ザ として届出を行 うこととする。



新型インフルエンザに係るサーベイランス体制についてのQ&A

平成 21年 10月 8日

全体

問1 今般、サーベイランス体制は、どのように変わっ主

国内においては既に本格的な流行期に入つてお り、今後、国内での感染者数が大幅

に増大するにつれて、さらに重症例、死亡例が発生する事態に備え、今後のサーベイ

ランスについては、重症化及び ウイルスの性状変化の監視、全国的な発生動向を把握

し、医療機関や国民への適切な情報提供を実施することに重点を置くことになりまし

た。

問 2 サーベイランスにより把握 された患者が新型インフルエンザ (A/HlNl)
と確定された場合、感染症法に基づ く届出は行 うのですか。

不要 ごす。

季節性インフルエンザの診断に、インフルエンザ迅速診断キットや PCR検 査を実

施する時は、鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液が主に採取されてきましたが、ウイルスを

より確実に補足するためには、発症から12時間以上経過 してから鼻腔ぬぐい液を採取

することが望ましいとされています。

一方、新型インフルエンザに関しては、2009年 5月 の神戸 。大阪での調査から迅速

診 断 キ ッ ト の 感 度 は 53.5～ 77%と 報 告 さ れ て い ま す

(http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/diagnOsis0902.html

)。 また、発症から検体採取までの時期について検討すると、発症翌 日に検体が採取

された場合に40～80%程度と最 も感度が高く、発症当日や発症後数 日以降に採取され

た場合は感度が下がると報告 されま した。PCR検査に比べると、迅速診断キットは感

度がそれほど高くないため、陰性でもインフルエンザを否定することはできません。

一方、検体採取時や保存時の条件等により、RT―PCR検査が偽陰性を示す可能性もあり

ます。このようなことに注意 して、結果を解釈する必要があります。

問 3 インフルエンザ迅速診断キットや PCR検 査の検体を採取する時に、注意する

ことはありませんか。



2 クラスター (集団発生)サーベイ ランス

問 1 クラスターサーベイランスは中止するのですか。

今後は、インフルエンザの罹患により、重症化 しやすい基礎疾患を有する者等に感

染拡大する可能性がある集団発生について重点的に把握することになります。

今回、クラスターサーベイランスにおける学校の集団発生事例の報告は中止するこ

とに します。今後は、インフルエンザ様疾患発生報告により、学校等の集団発生の状

況を把握 していくことになります。保育所については、臨時休業の対応等 も違 うため、

社会福祉施設等の分類 としてクラスターサーベイランスでの報告も継続 します。

1問
3な ぜ、医師が見つけた 自施設以外の集 団発生の連絡は しなくてい のですか

平成 21年 10月 1日 の運用指針の改定に伴 い、感染拡大の早刃1探知取 り組みを序

止す ることにともない、改訂 したものです。

3 ウイルスサーベイランス

問 1 病原体定点医療機関を受診 した患者の検体を検査するのはなぜですか。

病原体定点医療機関においては、流行 しているインフルエンザウイルスの抗原性、

遺伝子型、抗インフルエンザウイルス薬への感受性等を調べることにより、ウイルス

の病原性の変化の把握や治療方針の見直 し等に役立てることになります。

また、インフルエンザウイルスの型 。亜型 を調べることにより、流行 しているイ

フルエンザ全体に占める新型インフルエンザの害1合を評価することにより、新型イ

フルエンザ (A/HlNl)の 発生動向を的確に把握することとなります。

問 2 病原体定点医療機関を受診 した全ての患者について、新型インフルエンザの検

査を行 うのですか。

ン
　
ン

問 2 学校における集団発生事例の報告は不要 となったのですか。

新型インフルエンザ (A/HlNl)の 検査を行う対象は、インフルエンザ患者の



発生状況に応 じて、病原体医療機関を受診 し、保健所 に報告する全てまたは一部のイ

ンフルエンザの患者にな ります。インフルエ ンザの患者の発生状況に応 じた、検体の

採取に係 る考 え方については、別添 3を ご参照下 さい。

また、重症患者が増 える等、新型インフルエンザ (A/HlNl)の 診断のための

検査の数が多い場合、迅速 に新型イ ンフルエ ンザの重症患者等を把握す る観点か ら、

自治体の状況に応 じて、診断のための検査 を優先 して差 し支えあ りません。

病原体定点医療機関においては、個人の診断ではなく、新型インフルエンザ (A/
HlNl)の 発生動向を把握する観点から、検体を採取 した後、す ぐに検査を行 う必

要はありませんが、地方衛生研究所においてあらか じめ定めたウイルス分離のスケジ

ュールに従つて、少なくとも1週 間に 1回程度は行 うことが望まれます。

1問 4 インフルエンザの患者が少ない時は、検体を採取 しなくてもよいですか。

新型インフルエンザ (A/HlNl)の 発生動向を把握するには、流 l」 しているイ

ンフルエンザ全体に占める新型インフルエ ンザの割合 を評価す ることが重要である

ことか ら、インフルエンザの患者が少ない時期にあつても、インフルエンザ と診断 さ

れた者について、インフルエンザの患者が少ない時期にあっても、イ ンフルエ ンザ と

診断された者 については、検体の採取をお願い します。

問 5 新型インフルエンザの検査を行 うために検体を採取することについて、患者の

同意が得 られない場合、検体を採取しなくてもよいですか。

インフルエンザの発生動向を的確に把握するために、

とは重要であることを患者に説明し、同意を得た上で、

し、検査を行うことが重要です。

4.イ ンフルエンザ入院サーベイランス

検体を採取 し、検査を行 うこ

インフルエンザの検体を採取

問 1 入院したインフルエンザ様症状を呈する患者の検査をするのはなぜですか。

新型インフルエンザ (A/HlNl)の 患者の うち、重症になる者を把握すること

により、重症化及びウイルスの性状変化を早期に把握する観点から、インフルエンザ

様症状を呈する入院患者を把握 した場合、確認検査により、新型インフルエンザ (A
/HlNl)の 患者であるかどうかの判別を行 うとともに、臨床情報を把握 します。

間 3 ウイルスサーベイランスにおいて検体を採取 した場合、すぐに新型インフルエ

ンザ (A/HlNl)の 検査を行 う必要がありますか。



問 2 今回、インフルエンザ入院サーベイランスの報告に変更点はありますか。

インフルエンザ入院サーベイランスは、基本的に継続実施することにします。

しかし今回、今までの国内外における重症化事例の特徴から、基礎疾患を有する者

等の基礎疾患名を追力日し、報告の分類項 目を増やすことにしました。

具体的な分類項 目は、従来の妊娠、慢性呼吸器疾患 (喘壇、等 )、 慢性心疾患、代謝

性疾患 (糖尿病等 )、 腎機能障害、免疫機能/4N全 (ス テロイ ド全身投与等)、 その他の

基礎疾患の 7項 目の分類に新たな分類項 目を加えて、妊娠、慢性呼吸器疾患、慢性心

疾患、慢性腎疾患、慢性月千疾患、神経疾患・神経筋疾患、血液疾患、糖尿病、疾患や

治療に伴 う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患、その他の基礎疾患の 12項 目にし

ました。

なお、自由記載のその他の基礎疾患については、新型インフルエンザに罹患するこ

とで重症化するリスクが高いと思われる疾患名について記載をお願いします。

また、重症化事例のより的確な把握を目的に、入院患者の転帰について「入院患者

の急性脳症の有無」、「人工呼吸器利用の有無」のほか、新たに 「集中治療室入室の有

無 Jの報告を追加 し、入院中一時期でも上記に当てはまる事例の場合は、報告いただ

く |テ´ヽ原百い lン
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問 3 基礎疾患の治療等により、以前か ら入院 している患者が新型イ ンフルエンザに

感染 した ことが判明 した場合はどのよ うに報告すればよいですか ?

既に基礎疾患で入院中だつた患者が新型インフルエ ンザに感染 した場合、インフル

エンザが治癒 した 日を “退院 した 日"と して転帰 を報告 して くだ さい。また、「イン

フルエンザは治癒 したが基礎疾患のため入院中」等、引き続き基礎疾患の治療のため

に入院す る旨を備考欄 に記載 してくだ さい。

問4 新型インフルエンザが疑われ、迅速診断キッ

についてA型陰性、新型インフルエンザHl陰性 と

ばよいですか。

卜についてA型陽性、PCR検査

なった事例はどのように報告すれ

当該事例については、地域の流行状況、疫学情報や臨床情報、検体の状況等を踏ま

え、医師に診断 していただくよう、医療機関にお伝えください。

また、既に採取された患者の検体について、ウイルスの分離 。同定の実施をご検討

下さい。

医師の診断により、新型インフルエンザとして報告いただく場合は、迅速診断キッ

ト、PCR検 査、ウイルス分離 。同定の結果についての情報も報告いただくようお願

いします。



問 5 インフルエンザの患者について、入院紹介元もしくは入院紹介先の医療機関の

うち、どちらが保健所に報告するのですか。

入院 したインフルエンザの患者が新型インフルエンザであった場合、臨床経過を把
握するZ、要があること等から、入院 した先の医療機関が、当該患者について保健所ヘ

報告するようお願いします。

問 6 新型インフルエンザ (A/HlNl)を 含むインフルエンザの感染が相当程度

拡大した後も、全ての入院患者について検査を行いますか。

当該時期における方針 については、適時、見直す こととします。

5 インフルエンザサーベイランス

間 l イ ンフルエンザ定点医療機関においては、新型 インフルエ ンザ (A/H
と診断 された患者につい (、 インフルエ ンザの届 止|と 同様の様式、方法 で、

ろ旨の記載が :ら りますが、;所型イ ンフアレ[■ ン デ (A/Hl卜「1)と 診り行さオl

数等は、インフルエ ンザの患者数 を合計 して、報告す ることは可能ですか。

lNl)
幸反告す

~

;L害 者

判明 したインフルエ ンザ患者数 について、インフルエンザの種類にかかわ らず合

計 した患者数で報告 して くだ さい。


